
医療従事者等を対象とした
新型コロナワクチンの
接種体制確保について

＜医療機関の皆様へのお願い＞

令和３年３月１日

ワクチン接種プロジェクトチーム
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http://www.pref.miyazaki.lg.jp/index.html


１．新型コロナワクチンの接種体制の構築
（スケジュールのイメージ）
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接種開始（３月上旬～）
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基本型・連携型施設の考え方
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冷凍での配送 冷蔵での移送

国内倉庫 基本型接種施設 連携型接種施設

接種施設ではない
医療機関等

連携型接種施設 連携型接種施設



・基本型の在庫ワクチンを冷蔵で移送
・冷蔵でワクチンを保管し接種
・基本型と必要数量等の情報共有
・自施設・他施設の医療従事者等への接種
・他の医療従事者等への接種

①基本型接種施設・連携型接種施設の概要
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ファイザー製
ワクチンを想定

・大規模施設又は接種の中核施設
・ディープフリーザーを設置
・連携型と在庫ワクチンを共有・管理
・自施設・他施設の医療従事者等への接種
・他の医療従事者等への接種

基本型接種施設 連携型接種施設

基本型・連携型施設において接種をお願いする接種対象者
A 自施設の医療従事者
B 自施設以外の病院・診療所・歯科診療所・薬局等の医療従事者
C 保健所職員・自衛隊・救急隊等の国・自治体職員

１８施設 １２９施設

国内倉庫 基本型接種施設 連携型接種施設

冷凍での配送 冷蔵での配送



基本型・連携型接種施設の業務内容
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・ディープフリーザーの温度等の管理
・連携型施設に対する移送数量の把握・管理（記録台帳の整備）
・ワクチン・接種シール・0.9%生理食塩水・注射針及びシリンジを連携型に配分
・マッチングされた連携型施設のワクチン必要数量をとりまとめ、自施設必要数
量と合わせてV-SYSにオーダー数量を入力

基本型接種施設 連携型接種施設１８施設 １２９施設

（１）自施設の医療従事者への接種（医療従事者等接種）
①自施設に勤務する医療従事者に接種を実施する。

（２）自施設以外の医療従事者等への接種（医療従事者等接種）
①自施設以外の医療機関に勤務する医療従事者に接種を実施する。
②歯科医師会・薬剤師会・会員外施設等の医療従事者に接種を実施する。
③保健所・消防等の自治体職員・自衛隊等の国職員に接種を実施する。
④①～③は県と郡市医師会と調整の上、接種者数の割当を受けて行う。
※接種の実施に当たっては、ワクチンの無駄が生じないよう、1バイアルを使い切る

ような予約取得方法（1バイアルあたり5の倍数での予約数を基本とする）とするな
ど、極力無駄が生じないよう工夫してください。



２．接種施設で必要な準備
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①基本型・連携型の業務の把握
・接種に必要な物品や人的要件の整理
・ワクチンの管理や移送に必要な物品や記録の整備

②医療従事者等の接種医療機関の確保
・自施設において接種する、自施設に勤務する接種希望者の把握
・医師会所属医療機関以外の接種希望者の受入（割当）については
別途県が郡市医師会・各接種施設と調整する

③集合契約に向けた準備（接種施設・医師会）
・集合契約に関する委任状の提出を行う
・V-SYSの使用開始に向けた準備を行う

④接種希望者のリスト作成
・V-SYSを利用した予診票作成に必要なリスト(電子ファイル)
を接種までに作成する



基本型・連携型接種施設の接種に向けた準備①
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(１)接種開始に向けた人員・場所・接種時間等の準備
①具体的な医療従事者等の配置の検討
（例）予診を担当する医師１名

接種を担当する医師又は看護師１名
薬液充填及び接種補助を担当する看護師又は薬剤師１名
接種後の状態観察を担当する者（看護師が望ましい）１名
検温、受付・記録、誘導・案内、予診票確認、接種済証の発行→事務職員

②場所や接種時間等の検討
（検討事項）・診療時間の延長や非診療日の接種等による接種時間の確保

・予防接種専用外来の設置
・時間ごとの予約枠の設定
・被接種者の動線
・定期的な換気等による感染防止対策

※「新型コロナウイルスワクチンの接種を実施する医療機関において、一時的に
診療時間や診療日を変更する場合には、医療法に基づく当該変更の届出は省略
して差し支えないこと。」総務課事務連絡）
（R2.12.17 厚生労働省医政局



基本型・連携型接種施設の接種に向けた準備②
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(２)物品の準備
【国等が準備し、基本型接種施設（病院）に届けるもの】
・ワクチン
・ワクチンに付属する書類
・スターターキット（耐冷手袋・保護メガネ・スコップ等）
・超低温冷凍庫（ディープフリーザー）
・０.９％生理食塩水※ワクチンの配送時に、一緒にワクチンメーカー
から配送

・接種用注射針、接種用シリンジ
※ワクチンとは別に、卸から配送される

【基本型及び連携型接種施設で用意するもの】
・２~８℃の環境でワクチンを保存するための冷蔵庫
・予診等で用いる医療従事者用マスク、使い捨て手袋、使い捨て舌圧
子、体温計

・ワクチンの希釈に用いる針及びシリンジ、消毒用アルコール綿、ト
レイ、医療廃棄物容器、針捨て容器、手指消毒剤

・救急用品
・事務用品



基本型接種施設の業務内容（ワクチン管理・移送）①
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(１)ディープフリーザーの管理
①－７５℃のディープフリーザーの温度管理を行う。

(２)ワクチンと関連資材の在庫管理
①自施設で使用するワクチンと関連資材の使用数量・在庫数量を管理する。
・ワクチン
・接種シール
・0.9％生理食塩水
・接種用注射針・接種用シリンジ
・希釈用注射針・希釈用シリンジ(国から提供されないため施設側で用意)
※ただし、3月の第1弾出荷分については国からの提供有り

②連携型施設に移送するワクチンの数量を含めた在庫管理を行う。
・連携型施設が接種に必要とする(移送する)数量を確保する。
・分配先の連携型施設名・受渡日・本数・ロット番号をワクチン
分配管理台帳に記載管理する（３年間保存）。
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台 帳



基本型接種施設の業務内容（ワクチン管理・移送）②

12

(３)V-SYSへの入力管理
①ワクチンの必要量の登録
・自施設でのワクチン必要量と、連携型施設での必要量をV-SYSに入
力する・事前に連携型施設の接種希望日や接種予定数量を把握し、V-
SYSで自施設の必要量と連携型施設での必要量を合計したワクチンの
必要量を入力し、オーダーする。
・ワクチンの分配量（入庫量）及び期日が決定したら、連携型施設に
受渡日時等の連絡を行う。

②接種実績等の入力
・自施設で実施した接種数について入力する。
・ワクチンの廃棄等が発生した場合は数量を入力する。

今回は不要



基本型接種施設の業務内容（ワクチン管理・移送）③
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(４)ワクチンと関連資材の分配作業
①ワクチンと注射針等の関連資材の仕分け
・ワクチン
・接種シール（バイアルラベルのロット番号と同一のもの）
・0.9％生理食塩水
・接種用注射針・接種用シリンジ（１バイアルあたり、5回分）
（3月第1弾出荷分については希釈用注射針・シリンジの国から提供有り）

・添付文書・英語/日本語ラベル読替表・予診票
・情報提供シートの記入・準備

②保冷バッグ等を利用した梱包作業
・必要量のバイアルを冷凍庫からバイアルホルダーにセットする
・保冷バッグに保冷剤とバイアルホルダーを入れる
・引き渡し先の連携型接種施設の名称やワクチンを取り出した日時等を
記載した「情報提供シート」を準備する

・関連資材とセットで移送できるよう準備する
※保冷バッグに移してから３時間以内に連携型施設の冷蔵庫に
移せるよう配送スケジュールとの調整が必要
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情報提供シート

連携型

○○病院

●●病院

３ ４ １

３ ４ １

○ ○

２０

XXXXXXXXXXXXXX



連携型接種施設の業務内容（ワクチン管理・移送）①
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(１)冷蔵庫の管理
①ワクチンを冷蔵(2～8℃)で管理する冷蔵庫の温度管理を行う。
②移送を受けたワクチンは速やかに保冷バッグから冷蔵庫に移動する。

(２)ワクチンと関連資材の在庫管理
①自施設で使用するワクチンと関連資材の使用数量・在庫数量を管理する。
・ワクチン
・接種シール・添付文書・英語/日本語ラベル読替表・予診票
・0.9％生理食塩水
・接種用注射針・接種用シリンジ
・希釈用注射針・希釈用シリンジ(国から提供されないため施設側で用意)
※ただし、3月の第1弾出荷分については国からの提供有り

②基本型施設からの移送を受ける数量を含めた在庫管理を行う。
・基本型施設から移送する日時・数量を確認・管理する。
・基本型施設から移送する際に添付された情報提供シートの
「サテライト型接種施設記入欄」に記入して管理する。
※冷蔵に移行してから5日以内に使い切る接種スケジュールが必要
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情報提供シート

連携型

○○病院

●●病院

３ ４ １

３ ４ １

○ ○

２０

XXXXXXXXXXXXXX

３ ４ ６(+5)

○ ○

４月４日 １０ １０

４月４日 ５ ５

４月５日 ５ ０



連携型接種施設の業務内容（ワクチン管理・移送）②
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(３)移送されるワクチンの受領
①自施設で使用するワクチンと関連資材の移送を受け、受領する。
・ワクチン
・接種シール（バイアルラベルのロット番号と同一のもの）
・0.9％生理食塩水
・接種用注射針・接種用シリンジ
・添付文書・英語/日本語ラベル読替表・予診票
・情報提供シートの記入・保管（３年間）



連携型接種施設の業務内容（ワクチン管理・移送）③
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(４)ワクチンの管理上の注意点
①ワクチンの移送
・移送の実施は、基本型・連携型施設自らが行う場合の他、運送業者等の
委託も可能。必要な温度条件等を逸脱しない取扱ができる必要がある。
・保冷バッグ仕様：
容量10L程度、外気温35℃で12時間以上8℃以下を維持できるもの
※移送で使用する保冷バッグは、業者がその場で回収します。

・ワクチンの移送は原則3時間以内
・振動を避け安定した状態で運送（自転車・バイク不可）
・ワクチンの有効活用のため、移送量は1～2日分の使用量を原則とする
（週2回程度の移送を想定）

②ワクチンの保管
・移送を受けたら、速やかに2～8℃の環境を維持できる冷蔵庫に格納
する。
・移送に用いた保冷バッグを使用した保管は行わないこと。
・異なる日時に解凍したワクチンが混在することがないよう管理すること。
・基本型施設から移送時に送付される情報提供シートを用いて管理する。
・情報提供シートは３年間保存する。



接種にご協力いただきたい医療従事者等の人数
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※2月1日時点 病院、医科診療所、歯科診療所、薬局
※2月22日時点 訪問看護ステーション、国、県、市町村

医師会名 病院
医科 歯科

薬局
訪問看護

国 県 市町村 計
内訳

診療所 診療所 ステーション 自施設 その他

宮崎市郡 11,228 5,676 1,627 1,248 279 42 83 457 20,640 10,393 10,247

都城北諸 5,017 2,261 521 467 102 36 25 183 8,612 5,042 3,570

延岡 3,054 1,556 375 351 46 － 23 195 5,600 3,307 2,293

日向東臼杵 2,200 827 236 255 31 27 24 210 3,810 2,219 1,591

児湯 866 504 167 115 47 33 11 95 1,838 866 972

西都西児湯 1,256 313 125 45 3 － － 45 1,787 1,326 461

南那珂 2,523 698 181 184 14 30 25 111 3,766 2,533 1,233

西諸 2,066 759 209 208 23 14 19 115 3,413 2,146 1,267

西臼杵 548 95 48 20 － － 8 38 757 543 214

合計 28,758 12,689 3,489 2,893 545 182 218 1,449 50,223 28,375 21,848

＜接種人数割当の流れ＞
①意向調査を基に、県・郡市医師会と調整し、基本型・連携型接種施設を調整
②県が各接種施設における受入数のたたき台となる案を準備
③県と郡市医師会・接種施設が調整し、接種施設ごとの接種人数の割当を決定
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月 火 水 木 金

他機関
受入可能

時間帯
人数

14～15時
Ａ病院 １０名
Ｂ病院 ５名

14～15時
Ｅ病院 １０名
Ｆ診療所 ５名

14～15時
Ａ病院 １０名
Ｂ病院 ５名

14～15時
Ｅ病院 １０名
Ｆ診療所 ５名

14～15時
Ａ病院 １０名
Ｂ病院 ５名

15～16時
Ｃ病院 １０名
Ｄ病院 ５名

15～16時
Ｇ診療所 ５名
Ｈ歯科 ５名
Ｉ薬局 ５名

15～16時
Ｃ病院 １０名
Ｄ病院 ５名

15～16時
Ｇ診療所 ５名
Ｈ歯科 ５名
Ｉ薬局 ５名

15～16時
Ｃ病院 ５名
Ｄ病院 ５名
保健所等 ５名

月 火 水 木 金

他機関
受入可能
時間帯
人数

14～16時
３０名

14～16時
３０名

14～16時
３０名

14～16時
３０名

14～16時
３０名

地域の医療従事者等の接種人数の割当て

＜接種人数割当の流れ＞
１ 受入れが可能な人数及び時間帯の調査（意向調査と同時）
① １週あたりの受入れ可能人数と時間帯
（例） 150人／週 平日（14時～16時）

② 県・医師会が、接種施設ごとに調整し、接種人数の割当を決定

※各地域及び施設の実情・郡市医師会の方針に合わせ、割当方法は柔軟に対応

いたします。接種体制確保に向け、多くの受入れにご協力をお願いいたします。



集合契約の手続き
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(１)集合契約の委任状の提出をお願いします
①ワクチン接種契約受付システムを利用し、郡市医師会あての委任状を発行・印刷
し、押印の上で郡市医師会に提出してください。

②システム URL
https://cont-mhlw.force.com/mhlw/vs_ininJyoTouroku

③委任状が提出されないと、接種費用の請求及び支払いに支障が生じる可能性があ
ります。

④郡市医師会が提示した提出期限。
⑤期限後に新たに施設が追加となった場合は、随時追加提出が可能です。
（接種費用の請求・支払いに支障が出ないよう、接種を開始する前に余裕を持って
提出してください。）

(２)V-SYSの初期登録をしてください
①郡市医師会が委任状の確認を終えると、ワクチン接種契約受付システムに入力
したメールアドレスあてにV-SYS用のID/PASSが送付されます。

②V-SYS稼働後速やかに、医療機関情報や接種医師情報等を入力し、V-SYSの
初期登録を完了してください。

③V-SYSの初期登録が完了しないと、ワクチンの分配を受けられません。



自施設の接種希望者のリスト作成
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(１)自施設に勤務する医療従事者に対しワクチン接種の希望の有無を
確認する
①必要に応じ、県もしくは厚生労働省ホームページを案内し、ワクチンの接種等に

関する情報を提供してください。

②接種は任意であり、接種の有無は勤務に直接影響しない旨も伝えてください。

(２)接種希望者リストの電子ファイルに入力する
①接種希望者リストの電子ファイル（エクセル形式）を県ホームページからダウン
ロードして入力してください。
◆県ホームページ
https://www.pref.miyazaki.lg.jp/yakumutaisaku/
covid-19/jigyosha/20210129200114.html
※接種対象者の多い施設は接種開始まで余裕を持って作成を開始してく
ださい。

(３) 接種券付き予診票（２枚）を出力し、接種希望者に配布する
①接種希望者リストの電子ファイルをV-SYSに取り込み、接種券付き予診票を作成
してください。

②接種券付き予診票の配布枚数は、一人あたり２枚です。

https://www.pref.miyazaki.lg.jp/yakumutaisaku/
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V-SYSについて
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